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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内に挿入可能な形状を有し、該生体内の被写体の像を撮像する撮像部が設けられた
内視鏡と、
　前記被写体の像の撮像に伴って出力される信号に対して信号処理を施すプロセッサと、
　一端側が前記内視鏡から延設されるとともに、前記プロセッサに接続可能なコネクタ部
を他端側に具備するケーブルと、
　前記コネクタ部に設けられ、前記被写体を照明するための光を発する少なくとも１つの
ＬＥＤと、前記少なくとも１つのＬＥＤが所定の面に設けられたＬＥＤ基板と、を具備し
て構成された光源部と、
　少なくとも一部が前記コネクタ部の外装から露出して設けられているとともに、前記光
源部から発せられた熱を放熱可能な放熱部材を具備し、前記コネクタ部における前記ＬＥ
Ｄ基板の前記所定の面とは異なる面に当接するような位置に前記放熱部材を配置して構成
された放熱部と、
　を有し、
　前記プロセッサは、前記コネクタ部が接続された状態において、前記外装から露出した
前記放熱部材の露出面に伝達される熱を冷却可能な冷却部を内部に有する
 ことを特徴とする医療用システム。
【請求項２】
　前記冷却部は、前記コネクタ部が前記プロセッサに接続された際に、少なくとも一部が
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前記露出面に当接するように配置された受熱部を具備することを特徴とする請求項１に記
載の医療用システム。
【請求項３】
　前記冷却部は、前記受熱部に伝達された熱を拡散可能な熱拡散部をさらに具備すること
を特徴とする請求項２に記載の医療用システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡を含む医療用システムに関し、特に、被写体を照明するための光を発
する光源部が内視鏡のコネクタ部に設けられた医療用システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡及び該内視鏡が接続されるプロセッサ等を有して構成される医療用システムは、
従来より、術者等が被検体としての生体内の観察等を行うという用途において主に用いら
れている。
【０００３】
　また、内視鏡は、例えば、生体内に挿入可能な形状及び寸法として形成された挿入部と
、該挿入部の先端側に設けられた先端部と、該先端部に設けられ、該生体内の被写体の像
を撮像する撮像部と、を具備して構成されている。
【０００４】
　さらに、近年においては、例えば特許文献１のように、撮像部の撮像対象となる被写体
を照明するための光を発する、光源としてのＬＥＤ（電荷結合素子）が先端部に設けられ
た内視鏡が提案されている。
【特許文献１】特開２００６－１０２０４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の内視鏡は、（ＣＣＤ等からなる）撮像部とＬＥＤとを先端部に有す
る構成であるため、該先端部が比較的熱を持ち易くなっている。そのため、特許文献１に
記載の内視鏡は、先端部の各部から発せられた熱に伴ってＬＥＤの発光光量が減少し、そ
の結果、観察に適した光量により被写体を照明することができなくなってしまう場合が生
じる、という課題を有している。
【０００６】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、観察に適した光量により被写体
を照明し続けることが可能な医療用システムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様の医療用システムは、生体内に挿入可能な形状を有し、該生体内の被写
体の像を撮像する撮像部が設けられた内視鏡と、　前記被写体の像の撮像に伴って出力さ
れる信号に対して信号処理を施すプロセッサと、一端側が前記内視鏡から延設されるとと
もに、前記プロセッサに接続可能なコネクタ部を他端側に具備するケーブルと、前記コネ
クタ部に設けられ、前記被写体を照明するための光を発する少なくとも１つのＬＥＤと、
前記少なくとも１つのＬＥＤが所定の面に設けられたＬＥＤ基板と、を具備して構成され
た光源部と、少なくとも一部が前記コネクタ部の外装から露出して設けられているととも
に、前記光源部から発せられた熱を放熱可能な放熱部材を具備し、前記コネクタ部におけ
る前記ＬＥＤ基板の前記所定の面とは異なる面に当接するような位置に前記放熱部材を配
置して構成された放熱部と、を有し、前記プロセッサは、前記コネクタ部が接続された状
態において、前記外装から露出した前記放熱部材の露出面に伝達される熱を冷却可能な冷
却部を内部に有する。
【発明の効果】
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【０００９】
　本発明における医療用システムによると、観察に適した光量により被写体を照明し続け
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１１】
（第１の実施形態）
　図１から図１３は、本発明の第１の実施形態に係るものである。図１は、本発明の実施
形態が適用可能な一例としての、内視鏡及び内視鏡システムの構成例を示す図である。図
２は、第１の実施形態に係るコネクタの外観を示す図である。図３は、第１の実施形態に
係るコネクタがプロセッサに挿し込まれる前の状態を示す図である。図４は、第１の実施
形態に係るコネクタがプロセッサに挿し込まれた後の状態を示す図である。図５は、第１
の実施形態に係るコネクタの内部構成の一例を示す図である。図６は、図２のコネクタを
、長手方向の中心軸に沿って切断し、側面側から見た場合の一部分の断面図である。図７
は、図２のコネクタを、固定部材が配置された位置において中心軸に垂直な方向に切断し
、正面側から見た場合の断面図である。図８は、第１の実施形態の第１の変形例に係るコ
ネクタの内部構成の一例を示す図。図９は、外装ケースが取り付けられた状態の図８のコ
ネクタを、長手方向の中心軸に沿って切断し、側面側から見た場合の一部分の断面図であ
る。図１０は、外装ケースが取り付けられた状態の図８のコネクタを、固定部材が配置さ
れた位置において中心軸に垂直な方向に切断し、正面側から見た場合の断面図である。
【００１２】
　図１１は、第１の実施形態の第２の変形例に係るコネクタの内部構成の一例を示す図で
ある。図１２は、外装ケースが取り付けられた状態の図１１のコネクタを、長手方向の中
心軸に沿って切断し、側面側から見た場合の一部分の断面図である。図１３は、外装ケー
スが取り付けられた状態の図１１のコネクタを、固定部材が配置された位置において中心
軸に垂直な方向に切断し、正面側から見た場合の断面図である。
【００１３】
　医療用システムとしての内視鏡システム１は、図１に示すように、被検体としての生体
内の被写体の像を撮像し、撮像信号として出力する内視鏡２と、内視鏡２に接続され、内
視鏡２から出力される撮像信号に対して信号処理を施すことにより、映像信号に変換しつ
つ出力するプロセッサ３と、プロセッサ３から出力される映像信号に基づき、該被写体の
像を画像表示するモニタ５と、を有している。
【００１４】
 内視鏡２は、生体内へ挿入可能な形状及び寸法を具備する挿入部１１と、挿入部１１の
基端側に連設された把持部１２ａを具備する操作部１２と、一端側が操作部１２の側面か
ら延設されたユニバーサルケーブル１３と、ユニバーサルケーブル１３の他端側の端部に
設けられ、プロセッサ３に対して着脱自在に接続されるコネクタ１４と、を有している。
【００１５】
　挿入部１１には、先端側に設けられた先端部２１と、先端部２１の後部に設けられた湾
曲自在な湾曲部２２と、湾曲部２２の後部に設けられた細長な可撓管部２３と、が連設さ
れている。なお、先端部２１には、被写体の像を結像する図示しない対物光学系と、該対
物光学系により結像された該被写体の像を撮像し、撮像信号として出力する図示しない撮
像素子と、を有する撮像部が設けられているものとする。
【００１６】
　操作部１２には、湾曲部２２の湾曲操作を行う湾曲操作ノブ２４ａと、湾曲操作ノブ２
４ａを所望の回転位置で固定するための固定レバー２４ｂとを具備する湾曲操作部２４等
が設けられている。さらに、操作部１２には、挿入部１１に挿通されている管路としての
図示しない処置具チャンネルの基端側に連通する、処置具挿入口１２ｂが設けられている
。
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【００１７】
　ユニバーサルケーブル１３の端部に設けられたコネクタ１４は、例えば図２に示すよう
に、先端側に端子部１４ａを具備している。そして、コネクタ１４は、端子部１４ａが設
けられた側の面をプロセッサ３に設けられたコネクタ受け部３１へ正対させた状態である
、例えば図３に示すような状態から、破線矢印Ｔの方向に押し込まれることにより、図４
に示すような状態としてプロセッサ３に接続される。この状態において、端子部１４ａと
、コネクタ受け部３１に設けられた図示しない複数の端子とが接触することにより、内視
鏡２とプロセッサ３との間が電気的に接続される。
【００１８】
　また、コネクタ１４における端子部１４ａ以外の部分は、例えば図２に示すように、外
装ケース１４ｂにより覆われている。
【００１９】
　さらに、コネクタ１４は、図５に示すように、各種信号の入出力を行う信号用基板１４
ｃと、端子部１４ａと信号用基板１４ｃとの間を電気的に接続する接点ユニット１４ｄと
、光源部としての機能を有するＬＥＤ基板１４ｅと、放熱部材１４ｆと、固定部材１４ｇ
と、ライトガイドバンドル１４ｈと、を有している。
【００２０】
　例えばアルミ基板により形成されるＬＥＤ基板１４ｅは、図６に示すように、信号用基
板１４ｃを介して入力されるＬＥＤ駆動信号に応じて点灯及び消灯するＬＥＤ１４ｅ１を
一方の側の面に有している。また、ＬＥＤ基板１４ｅの他方の側の面は、略全体が放熱部
材１４ｆに当接している。
【００２１】
　すなわち、本実施形態における光源部は、ＬＥＤ基板１４ｅ及びＬＥＤ１４ｅ１により
構成される。
【００２２】
　例えばアルミ等の放熱性の高い材料により形成される放熱部材１４ｆは、図６に示すよ
うに、外装ケース１４ｂの内部において、ＬＥＤ基板１４ｅのＬＥＤ１４ｅ１が設けられ
ていない側の面に当接され、かつ、信号用基板１４ｃから離れた位置に設けられている。
【００２３】
　一方、ＬＥＤ１４ｅ１及びライトガイドバンドル１４ｈは、例えば図６及び図７に示す
ように、外装ケース１４ｂの内部において、ＬＥＤ１４ｅ１の発光面にライトガイドバン
ドル１４ｈの光入射端面が当接する位置に位置決めされるとともに、固定部材１４ｇ及び
ネジ部材１４ｉにより位置決め後の位置に固定される。
【００２４】
　光伝送部としての機能を有するライトガイドバンドル１４ｈは、光ファイバ等の細長な
光伝送部材を複数束ねたものとして構成されている。また、ライトガイドバンドル１４ｈ
は、ＬＥＤ１４ｅ１の発光面に当接する位置に光入射端面が配置され、ユニバーサルケー
ブル１３、操作部１２及び挿入部１１の各部に挿通され、先端部２１の図示しない照明窓
の近傍に光出射端面が配置されている、という構成を有している。これにより、ＬＥＤ１
４ｅ１の発光面において発せられた光は、ライトガイドバンドル１４ｈにより伝送された
後、例えば先端部２１に設けられた図示しない照明窓を経て、撮像部の撮像対象となる被
写体に対して出射される。
【００２５】
　ここで、本実施形態の作用について説明を行う。
【００２６】
　まず、術者は、内視鏡システム１の各部を接続した後、該各部を起動状態とする。これ
により、ＬＥＤ駆動信号がプロセッサ３から出力される。
【００２７】
　ＬＥＤ基板１４ｅは、プロセッサ３の起動に伴って入力されるＬＥＤ駆動信号に基づい
てＬＥＤ１４ｅ１を駆動させるとともに、ＬＥＤ１４ｅ１の駆動に伴って熱を発する。そ
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して、ＬＥＤ基板１４ｅにおいて発せられた熱は、直ちに放熱部材１４ｆに伝達し、外装
ケース１４ｂの内部において放熱される。
【００２８】
　以上に述べた構成及び作用をコネクタ１４が有することにより、ＬＥＤ基板１４ｅに熱
が残留し難くなる。その結果、本実施形態のコネクタ１４を有する内視鏡２は、例えば観
察が長時間に及んだ場合においても、ＬＥＤ１４ｅ１の熱による光量の低下が生じにくく
、観察に適した光量により被写体を照明し続けることができる。
【００２９】
　また、以上に述べたように、本実施形態においては、被検体としての生体内に直接接触
し難いコネクタ１４の内部にＬＥＤ基板１４ｅ及びＬＥＤ１４ｅ１が設けられている。そ
の結果、本実施形態のコネクタ１４を有する内視鏡２は、被検体としての生体内への熱の
伝導を考慮せずとも良いため、例えばＬＥＤ基板１４ｅ及びＬＥＤ１４ｅ１が先端部２１
に設けられた場合に比べて大きな光量により、該生体内の被写体を照明することができる
。
【００３０】
　なお、本実施形態のコネクタ１４は、１個のＬＥＤ１４ｅ１のみをＬＥＤ基板１４ｅ上
に有するものに限らず、例えば図８に示すように、３個のＬＥＤ１４ｅ１をＬＥＤ基板１
４ｅ上に有するコネクタ１４Ａとして構成されても良い。
【００３１】
　この場合、コネクタ１４Ａは、３個のＬＥＤ１４ｅ１各々に対応する、３個の固定部材
１４ｇと、３本のライトガイドバンドル１４ｈを有して構成される。
【００３２】
　そして、各ＬＥＤ１４ｅ１及び各ライトガイドバンドル１４ｈは、例えば図９及び図１
０に示すように、固定部材１４ｇ及びネジ部材１４ｉにより、発光面と光入射端面との位
置関係が前述したような位置関係となるように各々位置決めされた後、位置決め後の位置
に各々固定される。
【００３３】
　なお、コネクタ１４Ａの作用は、ＬＥＤ１４ｅ１の個数に係る部分以外において、コネ
クタ１４の作用と略同様である。そのため、以降における説明を省略する。
【００３４】
　以上に述べた構成によると、本実施形態の第１の変形例としてのコネクタ１４Ａが内視
鏡２に設けられた場合においても、コネクタ１４が内視鏡２に設けられた場合の効果と略
同様の効果を得ることができる。
【００３５】
　また、コネクタ１４Ａは、ＬＥＤ基板１４ｅの基板面及び各ＬＥＤ１４ｅ１の発光面が
信号用基板１４ｃの基板面に対して垂直に設けられたものに限らず、例えば図１１に示す
ように、ＬＥＤ基板１４ｅの基板面及び各ＬＥＤ１４ｅ１の発光面が信号用基板１４ｃの
基板面に対して水平に設けられたコネクタ１４Ｂとして構成されても良い。
【００３６】
　この場合、ライトガイドバンドル１４ｈは、外装ケース１４ｂの内部において、光入射
端面側の端部が信号用基板１４ｃの基板面に対して垂直な方向に屈曲した状態として配置
される。
【００３７】
　そして、各ＬＥＤ１４ｅ１及び各ライトガイドバンドル１４ｈの前記端部は、例えば図
１２及び図１３に示すように、固定部材１４ｇ及びネジ部材１４ｉにより、発光面と光入
射端面との位置関係が前述したような位置関係となるように各々位置決めされた後、位置
決め後の位置に各々固定される。
【００３８】
　なお、コネクタ１４Ｂの作用は、コネクタ１４Ａの作用と略同様である。そのため、以
降における説明を省略する。
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【００３９】
　以上に述べた構成によると、本実施形態の第２の変形例としてのコネクタ１４Ｂは、コ
ネクタ１４Ａに比べてＬＥＤ基板１４ｅの基板面の面積を広く取ることができる。これに
より、コネクタ１４Ｂが内視鏡２に設けられた場合においては、コネクタ１４Ａが内視鏡
２に設けられた場合に比べて多くの数のＬＥＤ１４ｅ１をＬＥＤ基板１４ｅ上に設けるこ
とができる。
【００４０】
　また、以上に述べた構成によると、本実施形態の第２の変形例としてのコネクタ１４Ｂ
は、コネクタ１４Ａに比べて放熱部材１４ｆの面積を広く取ることができる。これにより
、コネクタ１４Ｂが内視鏡２に設けられた場合においては、ＬＥＤ基板１４ｅに熱が残留
し難くなるという点において、コネクタ１４Ａが内視鏡２に設けられた場合に比べてさら
に顕著な効果を得ることができる。
【００４１】
　なお、コネクタ１４Ａ及びコネクタ１４Ｂが有する各ＬＥＤ１４ｅ１は、各々同一の波
長帯域の光を発するものであっても良く、各々異なる波長帯域の光を発するものであって
も良く、または、１個だけ異なる波長帯域の光を発するものであっても良い。
【００４２】
（第２の実施形態）
　図１４から図１７は、本発明の第２の実施形態に係るものである。図１４は、第２の実
施形態に係るコネクタが、該コネクタに対応する構成を有するプロセッサに接続された場
合の、該プロセッサの内部における状態を示す断面図である。図１５は、第２の実施形態
の変形例に係るコネクタの内部構成の一例を示す図である。図１６は、外装ケースが取り
付けられた状態の図１５のコネクタを、固定部材が配置された位置において中心軸に垂直
な方向に切断し、正面側から見た場合の断面図である。図１７は、第２の実施形態の変形
例に係るコネクタが、該コネクタに対応する構成を有するプロセッサに接続された場合の
、該プロセッサの内部における状態を示す断面図である。
【００４３】
　なお、以降の説明において、第１の実施形態と同様の構成を持つ部分については、詳細
な説明を省略する。また、本実施形態の各部の構成は、第１の実施形態の各部と類似の構
成を有している。そのため、本実施形態においては、第１の実施形態の各部と異なる部分
について主に説明を行うものとする。
【００４４】
　本実施形態においては、コネクタがプロセッサに接続された状態において、ＬＥＤ基板
が発した熱を放熱可能な構成を採用している。
【００４５】
　具体的には、本実施形態のコネクタ１４Ｃは、図１４に示すように、第１の実施形態の
コネクタ１４Ｂに設けられた放熱部材１４ｆの一部が外装ケース１４ｂから露出した構成
を有している。
【００４６】
　なお、コネクタ１４Ｃの各部のうち、前述した以外の部分に関しては、第１の実施形態
において既述であるコネクタ１４Ｂと同様の構成を有するため、以降における詳細な説明
を省くものとする。
【００４７】
　一方、本実施形態のプロセッサ３は、図１４に示すように、コネクタ受け部３１に挿し
込まれたコネクタ１４Ｃに対して嵌合可能な形状を有するレセプタクル３１ａと、放熱部
材３２と、弾性部材３３と、ファン３４と、を内部に有している。
【００４８】
　例えばアルミ等の放熱性の高い材料により形成されたヒートシンクを具備して構成され
る、受熱部としての放熱部材３２は、プロセッサ３の内部において、コネクタ１４Ｃがレ
セプタクル３１ａに接続された（嵌合された）際に、放熱部材１４ｆの露出面と当接する
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位置に配置されている。
【００４９】
　なお、放熱部材３２は、放熱部材１４ｆにおいて発せられる熱を放熱可能な構成であれ
ば、ヒートシンクを具備して構成されるものに限らず、例えば、放熱シートまたはヒート
パイプ等を具備して構成されるものであっても良い。
【００５０】
　例えばバネ部材等により形成される弾性部材３３は、放熱部材３２に接続されており、
コネクタ１４Ｃがコネクタ受け部３１に挿し込まれた際の放熱部材１４ｆの露出面と放熱
部材３２との当接状態を維持可能な位置として、例えば、プロセッサ３の内部における図
１４に示すような位置に設けられている。
【００５１】
　熱拡散手段としてのファン３４は、プロセッサ３の内部において、放熱部材３２に対す
る送風が可能な位置に配置されている。
【００５２】
　すなわち、本実施形態のプロセッサ３における冷却部は、放熱部材３２と、ファン３４
とを具備して構成されている。
【００５３】
　なお、本実施形態のプロセッサ３は、放熱部材３２に伝達された熱を除去可能な構成で
あれば、ファン３４を用いて構成されるものに限らず、例えば、ヒートパイプまたはグラ
ファイトシート等を用いて構成されるものであっても良い。また、本実施形態のプロセッ
サ３が具備する熱拡散手段は、放熱部材３２に伝達された熱を拡散可能なものであれば、
ファン３４によるものに限らず、例えば、通風口からの自然対流または水冷等の手段によ
るものであっても良い。
【００５４】
　ここで、本実施形態の作用について説明を行う。
【００５５】
　コネクタ１４Ｃは、コネクタ受け部３１に接続された（挿し込まれた）際に、レセプタ
クル３１ａに嵌合するとともに、放熱部材１４ｆの露出面が放熱部材３２に当接する。
【００５６】
　一方、ＬＥＤ基板１４ｅは、プロセッサ３の起動に伴って入力されるＬＥＤ駆動信号に
基づいて各ＬＥＤ１４ｅ１を駆動させるとともに、各ＬＥＤ１４ｅ１の駆動に伴って熱を
発する。
【００５７】
　ＬＥＤ基板１４ｅにおいて発せられた熱は、放熱部材１４ｆを介して放熱部材３２に伝
達する。そして、放熱部材３２に伝達した熱は、ファン３４の送風により、プロセッサ３
の内部において拡散される。
【００５８】
　以上に述べた構成及び作用をプロセッサ３及びコネクタ１４Ｃが有することにより、Ｌ
ＥＤ基板１４ｅに熱が残留し難くなる。その結果、本実施形態のプロセッサ３及びコネク
タ１４Ｃを有する内視鏡システム１は、例えば観察が長時間に及んだ場合においても、Ｌ
ＥＤ１４ｅ１の熱による光量の低下が生じにくく、観察に適した光量により被写体を照明
し続けることができる。
【００５９】
　また、以上に述べたように、本実施形態においては、被検体としての生体内に直接接触
し難いコネクタ１４Ｃの内部にＬＥＤ基板１４ｅ及びＬＥＤ１４ｅ１が設けられている。
その結果、本実施形態のコネクタ１４Ｃを有する内視鏡２は、被検体としての生体内への
熱の伝導を考慮せずとも良いため、例えばＬＥＤ基板１４ｅ及びＬＥＤ１４ｅ１が先端部
２１に設けられた場合に比べて大きな光量により、該生体内の被写体を照明することがで
きる。
【００６０】
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　さらに、本実施形態のコネクタ１４Ｃの構成によれば、第１の実施形態の第２の変形例
としてのコネクタ１４Ｂと略同様の効果もまた得ることができる。
【００６１】
　なお、本実施形態のコネクタ１４Ｃは、放熱部材１４ｆが下面側の１箇所のみに設けら
れたものに限らず、例えば図１５及び図１６に示すように、放熱部材１４ｆが２箇所に設
けられたコネクタ１４Ｄとして構成されても良い。なお、この場合、本実施形態のプロセ
ッサ３は、コネクタ１４Ｄに対応する構成である、例えば図１７に示すようなプロセッサ
３Ａとして構成される。
【００６２】
　コネクタ１４Ｄは、例えば図１５及び図１６に示すように、一部が外装ケース１４ｂか
ら露出した放熱部材１４ｆを上面側及び下面側の２箇所に有するとともに、放熱部材１４
ｆ同士が伝熱部材１４ｊにより接続されている。
【００６３】
　なお、コネクタ１４Ｄの上面側の放熱部材１４ｆは、コネクタ１４Ｄの内部において、
信号用基板１４ｃから十分離れた位置に設けられているものとする。
【００６４】
　また、コネクタ１４Ｄの各部のうち、前述した以外の部分に関しては、コネクタ１４Ｃ
と同様の構成を有するため、以降における詳細な説明を省くものとする。
【００６５】
　一方、コネクタ１４Ｄに対応する構成としてのプロセッサ３Ａは、図１７に示すように
、コネクタ受け部３１に接続された（挿し込まれた）コネクタ１４Ｄに対して嵌合可能な
形状を有するレセプタクル３１ｂと、放熱部材３２ａ及び３２ｂと、弾性部材３３ａ及び
３３ｂと、ファン３４ａ及び３４ｂと、を内部に有している。
【００６６】
　例えばアルミ等の放熱性の高い材料により形成されたヒートシンクを具備して構成され
る、受熱部としての放熱部材３２ａは、プロセッサ３Ａの内部において、コネクタ１４Ｄ
がレセプタクル３１ｂに接続された（嵌合された）際に、コネクタ１４Ｄの下面側の放熱
部材１４ｆの露出面と当接する位置に配置されている。また、例えばアルミ等の放熱性の
高い材料により形成されたヒートシンクを具備して構成される、受熱部としての放熱部材
３２ｂは、プロセッサ３Ａの内部において、コネクタ１４Ｄがレセプタクル３１ｂに接続
された（嵌合された）際に、コネクタ１４Ｄの上面側の放熱部材１４ｆの露出面と当接す
る位置に配置されている。
【００６７】
　なお、放熱部材３２ａ及び３２ｂは、上面側及び下面側の放熱部材１４ｆにおいて発せ
られる熱をそれぞれ放熱可能な構成であれば、ヒートシンクを具備して構成されるものに
限らず、例えば、放熱シートまたはヒートパイプ等を具備して構成されるものであっても
良い。
【００６８】
　例えばバネ部材等により形成される弾性部材３３ａは、放熱部材３２ａに接続されてお
り、コネクタ１４Ｄがコネクタ受け部３１に挿し込まれた際の、コネクタ１４Ｄの下面側
の放熱部材１４ｆの露出面と放熱部材３２ａとの当接状態を維持可能な位置として、例え
ば、プロセッサ３Ａの内部における図１７に示すような位置に設けられている。また、例
えばバネ部材等により形成される弾性部材３３ｂは、放熱部材３２ｂに接続されており、
コネクタ１４Ｄがコネクタ受け部３１に挿し込まれた際の、コネクタ１４Ｄの上面側の放
熱部材１４ｆの露出面と放熱部材３２ｂとの当接状態を維持可能な位置として、例えば、
プロセッサ３Ａの内部における図１７に示すような位置に設けられている。
【００６９】
　ファン３４ａは、プロセッサ３Ａの内部において、放熱部材３２ａに対する送風が可能
な位置に配置されている。また、ファン３４ｂは、プロセッサ３Ａの内部において、放熱
部材３２ｂに対する送風が可能な位置に配置されている。
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【００７０】
　すなわち、本実施形態のプロセッサ３Ａにおける冷却部は、放熱部材３２ａ及び３２ｂ
と、ファン３４ａ及び３４ｂとを具備して構成されている。
【００７１】
　なお、本実施形態の変形例としてのプロセッサ３Ａは、放熱部材３２ａ及び３２ｂに伝
達された熱を除去可能な構成であれば、ファン３４ａ及び３４ｂを用いて構成されるもの
に限らず、例えば、ヒートパイプまたはグラファイトシート等を用いて構成されるもので
あっても良い。また、本実施形態の変形例のプロセッサ３Ａが具備する熱拡散手段は、放
熱部材３２ａ及び３２ｂに伝達された熱をそれぞれ拡散可能なものであれば、ファン３４
ａ及び３４ｂによるものに限らず、例えば、通風口からの自然対流または水冷等の手段に
よるものであっても良い。
【００７２】
　このような構成により、ＬＥＤ基板１４ｅにおいて発せられた熱は、コネクタ１４Ｄの
下面側の放熱部材１４ｆを介して放熱部材３２ａに伝達するとともに、伝熱部材１４ｊ及
びコネクタ１４Ｄの上面側の放熱部材１４ｆを介して放熱部材３２ｂに伝達する。
【００７３】
　そして、放熱部材３２ａ及び３２ｂに伝達した熱は、ファン３４ａ及び３４ｂの送風に
より、プロセッサ３Ａの内部において拡散される。
【００７４】
　以上に述べたように、本実施形態の変形例としてのプロセッサ３Ａ及びコネクタ１４Ｄ
の構成によると、プロセッサ３及びコネクタ１４Ｃの構成よりもさらにＬＥＤ基板１４ｅ
に熱が残留し難くなる。その結果、本実施形態の変形例としてのプロセッサ３Ａ及びコネ
クタ１４Ｄを有する内視鏡システム１は、例えば観察が長時間に及んだ場合においても、
ＬＥＤ１４ｅ１の熱による光量の低下が生じにくく、観察に適した光量により被写体を照
明し続けることができる。
【００７５】
　また、以上に述べたように、本実施形態においては、被検体としての生体内に直接接触
し難いコネクタ１４Ｄの内部にＬＥＤ基板１４ｅ及びＬＥＤ１４ｅ１が設けられている。
その結果、本実施形態のコネクタ１４Ｄを有する内視鏡２は、被検体としての生体内への
熱の伝導を考慮せずとも良いため、例えばＬＥＤ基板１４ｅ及びＬＥＤ１４ｅ１が先端部
２１に設けられた場合に比べて大きな光量により、該生体内の被写体を照明することがで
きる。
【００７６】
　さらに、本実施形態の変形例としてのコネクタ１４Ｄの構成によれば、第１の実施形態
の第２の変形例としてのコネクタ１４Ｂと同様の効果もまた得ることができる。
【００７７】
　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱し
ない範囲内において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の実施形態が適用可能な一例としての、内視鏡及び内視鏡システムの構成
例を示す図。
【図２】第１の実施形態に係るコネクタの外観を示す図。
【図３】第１の実施形態に係るコネクタがプロセッサに挿し込まれる前の状態を示す図。
【図４】第１の実施形態に係るコネクタがプロセッサに挿し込まれた後の状態を示す図。
【図５】第１の実施形態に係るコネクタの内部構成の一例を示す図。
【図６】図２のコネクタを、長手方向の中心軸に沿って切断し、側面側から見た場合の一
部分の断面図。
【図７】図２のコネクタを、固定部材が配置された位置において中心軸に垂直な方向に切
断し、正面側から見た場合の場合の断面図。
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【図８】第１の実施形態の第１の変形例に係るコネクタの内部構成の一例を示す図。
【図９】外装ケースが取り付けられた状態の図８のコネクタを、長手方向の中心軸に沿っ
て切断し、側面側から見た場合の一部分の断面図。
【図１０】外装ケースが取り付けられた状態の図８のコネクタを、固定部材が配置された
位置において中心軸に垂直な方向に切断し、正面側から見た場合の断面図。
【図１１】第１の実施形態の第２の変形例に係るコネクタの内部構成の一例を示す図。
【図１２】外装ケースが取り付けられた状態の図１１のコネクタを、長手方向の中心軸に
沿って切断しし、側面側から見た場合の一部分の断面図。
【図１３】外装ケースが取り付けられた状態の図１１のコネクタを、固定部材が配置され
た位置において中心軸に垂直な方向に切断し、正面側から見た場合の断面図。
【図１４】第２の実施形態に係るコネクタが、該コネクタに対応する構成を有するプロセ
ッサに接続された場合の、該プロセッサの内部における状態を示す断面図。
【図１５】第２の実施形態の変形例に係るコネクタの内部構成の一例を示す図。
【図１６】外装ケースが取り付けられた状態の図１５のコネクタを、固定部材が配置され
た位置において中心軸に垂直な方向に切断し、正面側から見た場合の断面図。
【図１７】第２の実施形態の変形例に係るコネクタが、該コネクタに対応する構成を有す
るプロセッサに接続された場合の、該プロセッサの内部における状態を示す断面図。
【符号の説明】
【００７９】
１・・・内視鏡システム
２・・・内視鏡
３，３Ａ・・・プロセッサ
５・・・モニタ
１１・・・挿入部
１２・・・操作部
１２ａ・・・把持部
１２ｂ・・・処置具挿入口
１３・・・ユニバーサルケーブル
１４・・・コネクタ
１４，１４Ａ，１４Ｂ，１４Ｃ，１４Ｄ・・・コネクタ
１４ａ・・・端子部
１４ｂ・・・外装ケース
１４ｃ・・・信号用基板
１４ｄ・・・接点ユニット
１４ｅ・・・ＬＥＤ基板
１４ｅ１・・・ＬＥＤ
１４ｆ・・・放熱部材
１４ｇ・・・固定部材
１４ｈ・・・ライトガイドバンドル
１４ｉ・・・ネジ部材
１４ｊ・・・伝熱部材
３１・・・コネクタ受け部
３１ａ，３１ｂ・・・レセプタクル
３２，３２ａ，３２ｂ・・・放熱部材
３３，３３ａ，３３ｂ・・・弾性部材
３４，３４ａ，３４ｂ・・・ファン
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